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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤バブルにより染影された被検体へ超音波を送信し超音波走査を行うことにより、
前記被検体の超音波画像を取得する超音波画像診断装置において、
　前記超音波走査によりエコー信号を取得する送受信ユニットと、
　前記エコー信号に基づき前記被検体の形態情報を表す複数の３次元の画像データを生成
する画像データ生成ユニットと、
　前記前記複数の画像データのうち第１の画像データに対して関心領域を設定する設定ユ
ニットと、
　前記第１の画像データと異なる第２の画像データとの比較により、前記関心領域に含ま
れ且つ互いに方向の異なる第１、第２、第３の関心領域を使用して、前記第１、第２、第
３の関心領域の方向に沿った動き情報を生成する動き情報生成ユニットと、
　前記動き情報に基づいて、前記第１あるいは第２の画像データの動き補正を行う画像補
正ユニットと、
　前記動き補正後の画像データに基づいて表示画像を生成する画像生成ユニットと、
を具備する超音波診断装置。
【請求項２】
　造影剤バブルにより染影された被検体へ超音波を送信し超音波走査を行うことにより、
前記被検体の超音波画像を取得する超音波診断装置において、
　前記超音波走査によりエコー信号を取得する送受信ユニットと、
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　前記エコー信号に基づき前記被検体の形態情報を表す複数の画像データを生成する画像
データ生成ユニットと、
　前記複数の画像データのうち第１の画像データに対して関心領域を設定する設定ユニッ
トと、
　前記第１の画像データと異なる第２の画像データとの比較により、前記第１及び第２の
画像データとの間の動きを表す動き情報を生成する動き情報生成ユニットと、
　前記動き情報に基づいて、前記第１あるいは第２の画像データの動き補正を行う画像補
正ユニットと、
　前記動き補正後の画像データに基づいて表示画像を生成する画像生成ユニットと、
を備え、
　前記画像補正ユニットは、前記関心領域に含まれる輝度を示す指標値が規定値を超えた
場合に、前記画像データの動き補正を停止することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　前記設定ユニットは、前記画像データの画像領域全体より小さい領域の前記関心領域を
設定することを特徴とする請求項１または２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記画像生成ユニットは、前記ぶれ補正後の複数の画像データを用いて輝度値保持演算
を逐次実行することで、前記表示画像を生成する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載
の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像生成ユニットは、前記ぶれ補正後の複数の画像データを用いた合成処理をする
ことで、前記表示画像を生成する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装
置。
【請求項６】
　前記設定ユニットは、前記各画像データが造影剤による染影領域を含む場合には、前記
染影領域の少なくとも一部を含むように、前記関心領域を設定する請求項１乃至３のうち
いずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記被検体に造影剤が流入するタイミングを検知する検知ユニットをさらに具備し、
　前記設定ユニットは、前記造影剤の流入が少ないタイミングでの前記複数の画像データ
に基づいて、前記関心領域を設定する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診
断装置。
【請求項８】
　前記設定ユニットは、前記画像データ上の各位置の輝度値に基づいて、所定の閾値を超
える輝度値を有する位置を含むように前記関心領域を設定する請求項１乃至３のうちいず
れか一項記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記設定ユニットは、
　前記画像データの輝度値に関するヒストグラムを作成し、
　前記ヒストグラムに基づいて、前記所定の閾値を決定する請求項８記載の超音波診断装
置。
【請求項１０】
　前記設定ユニットは、前記画像データ上の各位置の輝度に基づいて、予め設定された第
１の閾値と第２の閾値との間の輝度値を有する位置を含むように前記関心領域を設定する
請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記設定ユニットは、
　前記画像データの輝度値に関するヒストグラムを作成し、
　前記ヒストグラムに基づいて、前記第１の閾値及び前記第２の閾値の少なくとも一方を
決定する請求項８記載の超音波診断装置。
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【請求項１２】
　前記設定ユニットは、前記画像データ上の各位置の輝度に基づいて、前記関心領域の位
置、大きさ、形状、個数のうちの少なくとも一つを決定する請求項１乃至３のうちいずれ
か一項記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記設定ユニットは、ノイズ低減処理後の前記複数の画像データに対して、前記関心領
域を設定する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記設定ユニットは、前記画像生成ユニットにより画像データが生成されるたびに、そ
の直前の画像データのぶれ補正に使用された関心領域と、前記動き情報生成ユニットとに
より既に生成されている複数の動き情報の合成ベクトルに基づき、前記関心領域を更新す
る請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記設定ユニットは、前記画像生成ユニットにより画像データが生成されるたびに、そ
の直前の画像データの輝度に基づき、前記関心領域を探索し、前記関心領域を更新する請
求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記設定ユニットは、前記画像生成ユニットにより生成される複数の画像データの輝度
に基づき、前記複数の画像データのぶれ補正に共通して使用される関心領域を設定する請
求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１７】
　前記送受信ユニットは、前記造影剤バブルを破壊する第１の音圧による第１の超音波送
信と、前記造影剤バブルを破壊しない音圧であって血流の環流を画像化するための第２の
音圧による第２の超音波送信とを実行し、
　前記第１の超音波送信から前記第２の超音波送信に移行した直後に生成される画像デー
タが前記基準となる画像データに指定される請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超
音波診断装置。
【請求項１８】
　前記送受信ユニットは、前記造影剤バブルを破壊する第１の音圧による第１の超音波送
信と、前記造影剤バブルを破壊しない音圧であって血流の環流を画像化するための第２の
音圧による第２の超音波送信とを実行し、
　前記第１の超音波送信から前記第２の超音波送信に移行した直後に、前記関心領域を再
探索し、前記関心領域を更新する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装
置。
【請求項１９】
　前記画像補正ユニットが前記画像データのぶれ補正を開始するタイミングを指定する指
定ユニットをさらに具備する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項２０】
　前記画像補正ユニットが前記画像データのぶれ補正を実行している時間またはフレーム
数を指定する指定ユニットをさらに具備する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超
音波診断装置。
【請求項２１】
　前記表示ユニットは、前記超音波画像上に前記関心領域を重畳表示する請求項１乃至３
のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項２２】
　前記関心領域の表示と非表示とを切り替える切替ユニットをさらに具備する請求項１乃
至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項２３】
　前記関心領域の位置、大きさ、形状、及び個数の少なくとも１つを指定するための指定
ユニットをさらに具備する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
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【請求項２４】
　前記画像生成ユニットは、前記ぶれ補正後の前記複数の画像データに基づいて第１の表
示画像を生成し、且つ前記ぶれ補正前の前記複数の画像データに基づいて第２の表示画像
を生成し、
　前記第１の表示画像と前記第２の表示画像とを同時に又は選択的に表示する表示ユニッ
トをさらに具備する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項２５】
　前記画像データ生成ユニットによって生成される複数の画像データから、基準となる画
像データが指定された場合に、前記基準となる画像データに、これに後行する画像データ
を逐次重畳して、重畳画像データを生成する画像重畳ユニットとをさらに具備し、
　前記動き情報生成ユニットは、前記画像データ生成ユニットによって生成される、前記
基準となる画像データに後行する画像データのうち、対象となる画像データの関心領域内
の輝度と、これに先行する複数の画像データから生成される重畳画像データの関心領域内
の輝度とに基づき、前記対象となる画像データの動きを表現する動き情報を生成し、
　前記画像補正ユニットは、前記画像重畳ユニットによって前記対象となる画像データが
重畳される前に、前記動き情報生成ユニットによって生成された動き情報に基づき、前記
対象となる画像データを補正する請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装
置。
【請求項２６】
　前記動き情報生成ユニットは、前記対象となる画像データが重畳されたときに生じる前
記関心領域内の輝度増加量に基づき、前記動き情報を生成する請求項２５に記載の超音波
診断装置。
【請求項２７】
　前記画像データ生成ユニットによって生成された画像データの輝度に基づき、前記関心
領域を自動で設定する設定ユニットをさらに具備する請求項２３又は２４に記載の超音波
診断装置。
【請求項２８】
　前記送受信ユニットによって送信される超音波のフォーカス点に基づき、前記関心領域
を自動で設定する設定ユニットをさらに具備する請求項２５乃至２７のうちいずれか一項
記載の超音波診断装置。
【請求項２９】
　操作者からの指示に基づき、前記関心領域を設定する設定ユニットをさらに具備する請
求項２５乃至２８のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項３０】
　前記画像補正ユニットは、前記設定ユニットが前記関心領域を設定した場合に、前記対
象となる画像データを補正する請求項２５乃至２９のうちいずれか一項記載の超音波診断
装置。
【請求項３１】
　前記動き情報生成ユニットは、事前に取得された複数のベクトルに従い、前記対象とな
る画像データを動かして、前記ベクトルごとに、前記対象となる画像データが重畳された
ときに生じる前記関心領域内の輝度増加量を算出するとともに、これらの輝度増加量に基
づき、前記複数のベクトルから前記動き情報を採用する請求項２５乃至３０のうちいずれ
か一項記載の超音波診断装置。
【請求項３２】
　前記動き情報生成ユニットは、前記対象となる画像データにおける、前記関心領域より
小さな関心領域内の輝度と、これに先行する複数の画像データから生成される重畳画像デ
ータにおける、前記関心領域より小さな関心領域内の輝度とに基づき、前記複数のベクト
ルを生成する請求項３１に記載の超音波診断装置。
【請求項３３】
　前記複数のベクトルの１つは、零ベクトルであることを特徴とする請求項３１記載の超
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音波診断装置。
【請求項３４】
　前記動き情報生成ユニットによって生成される動き情報は、前記診断画像に表示される
請求項２５乃至３３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項３５】
　前記動き情報生成ユニットによって生成される動き情報の終点の軌跡は、前記診断画像
に表示される請求項２５乃至３４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項３６】
　前記画像補正ユニットは、前記動き情報生成ユニットによって生成された動き情報に基
づき、前記対象となる画像データを補正して、前記診断画像における前記被検体の表示領
域を保持する請求項２５乃至３５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項３７】
　前記動き情報生成ユニットによって生成された動き情報に基づき、パルスウェーブドプ
ラにおけるレンジゲートの位置を補正するレンジゲート補正ユニットをさらに具備する請
求項２５乃至３６のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項３８】
　前記画像データ生成ユニットによって生成された画像データと、前記動き情報生成ユニ
ットによって生成された動き情報とを関連づけて保存する記憶ユニットをさらに具備する
請求項２５乃至３７のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項３９】
　前記画像補正ユニットによって補正された画像データを記憶する記憶ユニットをさらに
具備する請求項２５乃至３８のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項４０】
　前記画像データ生成ユニットは、前記送受信ユニットによって受信された各エコー信号
に基づき、前記被検体の血流情報を輝度で表現した血流画像データと、前記被検体の組織
情報を輝度で表現した組織画像データとを含む前記画像データを生成し、
　前記画像重畳ユニットは、前記画像データ生成ユニットによって生成される複数の血流
画像データから、基準となる血流画像データが指定された場合に、前記基準となる血流画
像データに、これに後行する血流画像データを逐次重畳して、重畳血流画像データを生成
するとともに、前記基準となる血流画像データに対応する組織画像データに、これに後行
する組織画像データを逐次重畳して、重畳組織画像データを生成し、
　前記動き情報生成ユニットは、前記基準となる血流画像データに後行する複数の血流画
像データのうち、対象となる血流画像データに対応する組織画像データの関心領域内の輝
度と、これに先行する複数の組織画像データから生成される重畳組織画像データの関心領
域内の輝度とに基づき、前記対象となる血流画像データに対応する組織画像データの動き
を表現する動き情報を生成すると、
　前記画像補正ユニットは、前記画像重畳ユニットによって前記対象となる血流画像デー
タが重畳される前に、前記動き情報生成ユニットによって生成された動き情報に基づき、
前記対象となる血流画像データを補正する請求項２５乃至３９のうちいずれか一項記載の
超音波診断装置。
【請求項４１】
　コンピュータに、
　超音波走査により取得されたエコー信号に基づき、造影剤バブルにより染影された被検
体の形態情報を表す複数の３次元の画像データを生成させる画像データ生成機能と、
　前記前記複数の画像データのうち第１の画像データに対して関心領域を設定させる設定
機能と、
　前記第１の画像データと異なる第２の画像データとを比較させ、前記関心領域に含まれ
且つ互いに方向の異なる第１、第２、第３の関心領域を使用させ、前記第１、第２、第３
の関心領域の方向に沿った動き情報を生成させる動き情報生成機能と、
　前記動き情報に基づいて、前記第１あるいは第２の画像データの動き補正を実行させる
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画像補正機能と、
　前記動き補正後の画像データに基づいて表示画像を生成させる画像生成機能と、
を実現させることを特徴とする超音波画像生成プログラム。
【請求項４２】
　コンピュータに、
　超音波走査により取得されたエコー信号に基づき、造影剤バブルにより染影された被検
体の形態情報を表す画像データを生成させる画像データ生成機能と、
　前記複数の画像データのうち第１の画像データに対して関心領域を設定させる設定機能
と、
　前記第１の画像データと異なる第２の画像データとを比較させ、前記第１及び第２の画
像データとの間の動きを表す動き情報を生成させる動き情報生成機能と、
　前記動き情報に基づいて、前記第１あるいは第２の画像データの動き補正を実行させる
画像補正機能と、
　前記動き補正後の画像データに基づいて表示画像を生成させる画像生成機能と、
を実現させ、
　前記画像補正機能においては、前記関心領域に含まれる輝度を示す指標値が規定値を超
えた場合に、前記画像データの動き補正を停止させることを特徴とする超音波画像生成プ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の動きや超音波プローブを把持する操作者の手ぶれの影響を補正する
機能を備えた超音波診断装置及び超音波画像生成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、超音波診断に使用される、静脈投与型の超音波造影剤が製品化され、「造影エコ
ー法」が行われるようになってきている。造影エコー法は、静脈から超音波造影剤を注入
して血流信号を増強して、心臓や肝臓などの血流動態を評価するものである。造影剤の多
くは、微小気泡（造影剤バブル）が反射源として機能するものである。バブルというデリ
ケートな基材の性質上、通常の診断レベルの超音波送信であっても、その機械的作用によ
りバブルが壊れ、結果的にスキャン面からの信号強度が低下する。したがって、還流の動
的な様子をリアルタイムで観察するためには、低音圧の超音波送信により映像化するなど
、スキャンによるバブルの崩壊を低減させることが必要となる。
【０００３】
　また、バブルが崩壊するという性質を生かして、以下のような手法も開発されている。
即ち、Ａ低音圧の超音波を送信してスキャン面に充満していくバブルの動態を観察し、Ｂ
超音波の音圧を高音圧に切り替えてスキャン面内（厳密には照射体積内）のバブルを崩壊
させ、Ｃ再び超音波の音圧を低音圧に切り替えてスキャン面内に流入していくバブルの様
子を観察する、という手法である。この手法は「Ｒｅｐｌｅｎｉｓｈｍｅｎｔ（再環流）
」法と呼ばれている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　ところで、造影剤バブルの特徴は、カラードプラでは映像化できない微小血流を映像化
できる点にある。しかしながら、微小血流内には少数のバブルしか存在しないため、染影
は非定常的である。そこで、非定常的に現れる造影剤バブルの染影を重畳して、微小血流
の構造を明瞭に映像化する手法が開発された。この手法は、「Ｍｉｃｒｏ　ｆｌｏｗ　ｉ
ｍａｇｉｎｇ（ＭＦＩとする）」と呼ばれている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
　ＭＦＩの実施にあたっては、生成される複数フレーム分の超音波画像を重畳させる必要
があることから、被検体は一定時間にわたって息を止め、また操作者は一定時間にわたっ
て超音波プローブを固定する必要がある。
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【０００６】
　しかしながら、被検体にとって一定時間にわたり息を止めることは容易なことではない
し、ＭＦＩに慣れていない操作者にとって、一定時間にわたり超音波プローブを固定する
ことは容易なことではない。したがって、ＭＦＩにおいて画像品質を高めるためには、超
音波画像のぶれ補正が非常に有効となる。
【０００７】
　ところで、動画像のような連続する複数フレームの画像をぶれ補正する技術は、既に市
販のビデオカメラなどにも搭載されている。代表的な手法としては、画像データのフレー
ム間の相対的な動きベクトルを算出する手法がある。この手法では、１フレーム分の画像
データが複数の領域に分けられ、それぞれの領域における画像データ間の相関から、領域
ごとにフレーム間の動きベクトルが求められる。このように領域ごとに算出された複数の
動きベクトルを使用して、画像データの表示位置を補正すれば、カメラを持つ手が多少ぶ
れても、被写体の表示位置は変化せず、動画像の視認性が向上する。
【０００８】
　超音波診断のぶれ補正と類似する技術として、「Ｐａｎｏｒａｍｉｃ　ｉｍａｇｉｎｇ
」と呼ばれる技術が知られている。これは、超音波プローブを少しずつ移動させながら複
数フレーム分の超音波画像を取得して、これらを超音波画像における、互いに重複する部
分をうまく繋ぎ合わせることで、パノラマ写真のような広範囲の静止画像を構成する技術
である。この「Ｐａｎｏｒａｍｉｃ　ｉｍａｇｉｎｇ」では、複数フレーム分の超音波画
像における、互いに重複する部分を繋ぎ合わせる必要があることから、超音波画像の場合
と同様にフレーム間の相対的な動きベクトルが必要となる。
【特許文献１】特開平１１－１５５８５８号
【特許文献２】特開２００４－３２１６８８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、通常の断層画像、即ち造影剤が投与されていない被検体から生成された超音
波画像をぶれ補正することは比較的容易である。それは、通常の断層画像には、動きベク
トルを検出する際に目印となる組織や骨などが映り込んでいるからである。
【００１０】
　しかしながら、造影画像、即ち造影剤が投与された被検体からの超音波画像は、バブル
の染影が非定常的であるため、通常の超音波画像におけるぶれ補正の技術をそのまま適用
することはできない。特にＭＦＩにおいては、高音圧の超音波によってバブルを一掃して
から再環流を映像化するため、バブルを一掃した直後に生成される画像には、ぶれ補正の
ための目印がほとんど存在しない。しかも、バブルを一掃した直後に生成される画像では
、映像化されたバブルの様子が刻々と変化するため、従来の方法では、動きベクトルを抽
出することが困難であった。
【００１１】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、被検体や超音波プローブが多少ぶれても
、画質が低下することがない超音波診断装置及び超音波画像生成プログラムを提供するこ
とを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　一実施形態に係る超音波画像診断装置は、造影剤バブルにより染影された被検体へ超音
波を送信し超音波走査を行うことにより、前記被検体の超音波画像を取得する超音波画像
診断装置において、前記超音波走査によりエコー信号を取得する送受信ユニットと、前記
エコー信号に基づき前記被検体の形態情報を表す複数の３次元の画像データを生成する画
像データ生成ユニットと、前記前記複数の画像データのうち第１の画像データに対して関
心領域を設定する設定ユニットと、前記第１の画像データと異なる第２の画像データとの
比較により、前記関心領域に含まれ且つ互いに方向の異なる第１、第２、第３の関心領域
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を使用して、前記第１、第２、第３の関心領域の方向に沿った動き情報を生成する動き情
報生成ユニットと、前記動き情報に基づいて、前記第１あるいは第２の画像データの動き
補正を行う画像補正ユニットと、前記動き補正後の画像データに基づいて表示画像を生成
する画像生成ユニットと、を具備するものである。
　他の実施形態に係る超音波画像診断装置は、造影剤バブルにより染影された被検体へ超
音波を送信し超音波走査を行うことにより、前記被検体の超音波画像を取得するものであ
って、前記超音波走査によりエコー信号を取得する送受信ユニットと、前記エコー信号に
基づき前記被検体の形態情報を表す複数の画像データを生成する画像データ生成ユニット
と、前記複数の画像データのうち第１の画像データに対して関心領域を設定する設定ユニ
ットと、前記第１の画像データと異なる第２の画像データとの比較により、前記第１及び
第２の画像データとの間の動きを表す動き情報を生成する動き情報生成ユニットと、前記
動き情報に基づいて、前記第１あるいは第２の画像データの動き補正を行う画像補正ユニ
ットと、前記動き補正後の画像データに基づいて表示画像を生成する画像生成ユニットと
、
を備え、前記画像補正ユニットは、前記関心領域に含まれる輝度を示す指標値が規定値を
超えた場合に、前記画像データの動き補正を停止するものである。
　一実施形態に係る超音波画像処理プログラムは、コンピュータに、超音波走査により取
得されたエコー信号に基づき、造影剤バブルにより染影された被検体の形態情報を表す複
数の３次元の画像データを生成させる画像データ生成機能と、前記前記複数の画像データ
のうち第1の画像データに対して関心領域を設定させる設定機能と、前記第１の画像デー
タと異なる第２の画像データとを比較させ、前記関心領域に含まれ且つ互いに方向の異な
る第１、第２、第３の関心領域を使用させ、前記第１、第２、第３の関心領域の方向に沿
った動き情報を生成させる動き情報生成機能と、前記動き情報に基づいて、前記第１ある
いは第２の画像データの動き補正を実行させる画像補正機能と、前記動き補正後の画像デ
ータに基づいて表示画像を生成させる画像生成機能と、を実現させるものである。
　他の実施形態に係る超音波画像処理プログラムは、コンピュータに、超音波走査により
取得されたエコー信号に基づき、造影剤バブルにより染影された被検体の形態情報を表す
画像データを生成させる画像データ生成機能と、前記複数の画像データのうち第１の画像
データに対して関心領域を設定させる設定機能と、前記第１の画像データと異なる第２の
画像データとを比較させ、前記第１及び第２の画像データとの間の動きを表す動き情報を
生成させる動き情報生成機能と、前記動き情報に基づいて、前記第１あるいは第２の画像
データの動き補正を実行させる画像補正機能と、前記動き補正後の画像データに基づいて
表示画像を生成させる画像生成機能と、を実現させ、前記画像補正機能においては、前記
関心領域に含まれる輝度を示す指標値が規定値を超えた場合に、前記画像データの動き補
正を停止させるものである。
【発明の効果】
【００１４】
　以上本発明によれば、被検体や超音波プローブが多少ぶれても、画質が低下することが
ない超音波診断装置及び超音波画像生成プログラムを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら、第１の実施形態乃至第１２の実施形態について説明する。
　
（第１の実施形態）　
　先ず、図１～図６を参照して、第１の実施形態について説明する。　
［超音波診断装置の構成］　
　図１は本発明の第１の実施形態における超音波診断装置のブロック図である。
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態における超音波診断装置は、装置本体１０、超音波プロ
ーブ１１、モニタ１２、及び入力装置１３を具備している。
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【００１７】
　装置本体１０は、送受信ユニット２１、Ｂモード処理ユニット２２、ドプラ処理ユニッ
ト２３、画像生成回路２４、制御プロセッサ２５、内部記憶装置２６、インターフェース
２９、及び画像メモリ３０ａとソフトウェア格納部３０ｂを有する記憶部３０を具備して
いる。
【００１８】
　なお、装置本体１０に内蔵される送受信ユニット２１などは、集積回路などのハードウ
ェアで構成されることもあるが、ソフトウェア的にモジュール化されたソフトウェアプロ
グラムである場合もある。以下、個々の構成要について説明する。
【００１９】
　超音波プローブ１１は、被検体Ｐの検査部位に超音波を送受信するものであって、その
内部には、超音波を送受信するための圧電振動子が配置されている。この圧電振動子は、
複数の素子に分割されていて、それぞれの素子がいわゆるチャンネルの一部を構成してい
る。なお、超音波プローブ１１が２Ｄアレイ振動子を備えていれば、三次元データの取得
も可能である。
【００２０】
　超音波プローブ１１から被検体Ｐに送信された超音波（以下、「送信超音波」とする。
）は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超
音波プローブ１１に受信される。エコー信号の振幅は、反射することになった不連続面に
おける音響インピーダンスの差に依存する。また、送信超音波が血流や心臓壁などの移動
体の表面で反射した場合、エコー信号は、ドプラ効果によって、移動体における超音波の
送信方向の速度成分に依存して周波数偏移を受ける。
【００２１】
　モニタ１２は、画像生成回路２４からのビデオ信号に基づき、被検体Ｐ内の形態学的情
報や血流情報などを診断画像として表示する。また、モニタ１２は、ＲＯＩマークを診断
画像上に重畳表示する。
【００２２】
　入力装置１３は、装置本体１０に接続されていて、オペレータからの指示を装置本体１
０に取り込むための、各種トラックボール入力部１３１、各種ボタン入力部１３２、及び
各種スイッチ入力部１３３などを有している。
【００２３】
　図２は同実施形態におけるトラックボール入力部１３１の概略図である。
【００２４】
　図２に示すように、トラックボール入力部１３１は、ＲＯＩの数の指定に使用される数
指定用トラックボール１３１ａと、ＲＯＩのサイズの指定に使用されるサイズ指定用トラ
ックボール１３１ｂとを備えている。
【００２５】
　図３は同実施形態におけるボタン入力部１３２の概略図である。
【００２６】
　図３に示すように、ボタン入力部１３２は、動き検出および動き補正の開始と終了の指
示に使用されるオートアジャストボタン１３２ａと、画像データの重畳の開始と終了の指
示に使用されるスタートボタン１３２ｂと、高音圧スキャンの実行の指示に使用されるフ
ラッシュボタン１３２ｃと、低音圧スキャンの停止の指示に使用されるフリーズボタン１
３２ｄとを備えている。
【００２７】
　なお、オペレータからの指示には、この他に、ＲＯＩの形状の指定、低音圧スキャンの
実行時間の指定、ぶれ補正の実行時間の指定、ＲＯＩマークの表示と非表示の指示なども
存在する。したがって、入力装置１３は、トラックボール１３１ａ～１３１ｂ、及びボタ
ン１３２ａ～１３２ｃの他に、それぞれの指示に対応するトラックボール、ボタン、スイ
ッチなどを備えている。
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【００２８】
　送受信ユニット２１は、パルサ回路、遅延回路、及びトリガ発生回路を具備している。
パルサ回路は、所定のレート周波数で送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返
し発生する。遅延回路は、各レートパルスに対して、チャンネルごとに送信超音波をビー
ム状に収束して且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。超音波プローブ
１１からの超音波の送信方向は、遅延回路により与えられる遅延時間の調整によって制御
される。トリガ発生回路は、遅延時間が調整されたレートパルスに基づき、所定のタイミ
ングで超音波プローブ１１に駆動パルスを印加する。
【００２９】
　なお、送受信ユニット２１は、制御プロセッサ２５からの指示に従って、遅延情報、送
信周波数、送信駆動電圧などを瞬時に変更可能な機能を具備している。特に送信駆動電圧
の変更については、瞬間にその値を切り替えることが可能なリニアアンプ型の発信回路、
または複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００３０】
　さらに、送受信ユニット２１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、及び加算器を具備してい
る。アンプ回路は、超音波プローブ１１から取り込まれたエコー信号をチャンネルごとに
増幅する。Ａ／Ｄ変換器は、チャンネルごとに増幅されたエコー信号に対して、超音波の
受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。加算器は、チャンネルごとに遅延時
間が与えられたエコー信号を加算して受信信号を生成する。これにより、エコー信号の受
信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。
【００３１】
　Ｂモード処理ユニット２２は、送受信ユニット２１から出力される受信信号に対して、
対数増幅、法絡線検波処理などを実行して、受信信号の信号強度が輝度の明るさで表現さ
れる強度データを生成する。
【００３２】
　ドプラ処理ユニット２３は、送受信ユニット２１から出力される受信信号に基づき、血
流、組織、及び造影剤バブルなどの速度情報を算出して、平均速度、分散、及びパワー、
及びこれらの組み合わせなどの血流データを生成する。
【００３３】
　画像生成回路２４は、Ｂモード処理ユニット２２やドプラ処理ユニット２３から出力さ
れる強度データや血流データを座標変換して、テレビなどに代表されるビデオフォーマッ
トの走査線信号列にする。これにより、被検体Ｐの組織形状に関する断層画像、血管内を
流れる造影剤バブルが特に強調された造影画像、及び血流の速度に関する平均速度画像、
分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像などが生成される。また、画像生成回路
２４は、画像データを格納する記憶メモリを具備している。これにより、操作者は、検査
中に記録された画像を診断後に呼び出すことが可能となっている。
【００３４】
　制御プロセッサ２５（ＣＰＵ）は、情報処理装置としての機能を具備し、本超音波診断
装置の各部を制御する。制御プロセッサ２５は、内部記憶装置２６から画像生成や画像表
示などを実行するための制御プログラムを読み出し、これをソフトウェア格納部３０ｂ上
に展開して、各種処理に関する演算・制御などを実行する。
【００３５】
　また、制御プロセッサ２５は、画像データ上に検索領域を作成して、その内側に含まれ
るピクセルの輝度を検出する。さらに、制御プロセッサ２５は、複数の画像データのＲＯ
Ｉに含まれる複数のピクセルの輝度に基づき、これら画像データ間の動きを表現する動き
ベクトルを生成する。
【００３６】
　内部記憶装置２６は、画像生成や表示処理を実行するための制御プログラムや、診断情
報（ＩＤ、医師の所見など）、診断プロトコル、送受信条件、その他のデータ群を保管し
ている。特に、内部記憶装置２６は、超音波を送受信するためのスキャンシーケンス、Ｒ
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ＯＩの設定、ぶれ補正、差分画像生成処理、輝度血保持演算処理、重畳表示などを実行す
るための制御プログラムを保管している。さらに、内部記憶装置２６は、必要に応じて、
画像メモリ３０ａ中の画像データの保管などにも使用される。内部記憶装置２６のデータ
は、インターフェース２９を経由して外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
【００３７】
　インターフェース２９は、入力装置１３、ネットワーク、及び新たな外部記憶装置に関
するインターフェースである。取得された超音波画像などのデータや解析結果などは、こ
のインターフェース２９によってネットワークを通じて他の装置に転送されることもある
。
【００３８】
　画像メモリ３０ａは、画像生成回路２４から出力された画像データを格納する記憶メモ
リからなる。記憶メモリに格納された画像データは、例えば診断後に操作者が呼び出すこ
とが可能となっていて、静止画的に、あるいは複数フレーム分を使用して動画的に再生さ
れることもある。また、画像メモリ３０ａは、送受信ユニット２１直後の出力信号（ｒａ
ｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ信号と呼ばれる。）、送受信ユニット２１通過後の輝度信号
、その他の生データ、ネットワークを通じて取得された画像データなどを必要に応じて記
憶する。
【００３９】
［超音波診断装置の使用方法］
　最初に、数指定用トラックボール１３１ａとサイズ指定用トラックボール１３１ｂの操
作によって、ＲＯＩの数とサイズが指定される。なお、本実施形態において、ＲＯＩの形
状は、事前に長方形状に設定されているが、トラックボールなどの操作によって指定され
ることもある。
【００４０】
　次に、低音圧スキャンが開始される。この低音圧スキャンは、血流の環流を画像化する
ためのものであって、何度も繰り返して実行される。なお、ＲＯＩの数とサイズの設定前
から低音圧スキャンが開始されていることもある。
【００４１】
　低音圧スキャンで使用される超音波は、造影剤バブルが崩壊しない程度の低い音圧に設
定されている。したがって、低音圧スキャンが実行されるたびに、造影剤バブルの染影が
描出された１フレーム分の画像データが生成される。これらの画像データは、生成される
たびに画像メモリ３０ａに保存され、同時にモニタ１２に表示される。
【００４２】
　低音圧スキャンの実行中にスタートボタン１３２ｂがＯＮにされると、それ以降に生成
される画像データが重畳され、１枚の重畳画像データが生成される。画像データの重畳手
法としては、最大輝度値保持演算が使用される。この最大輝度値保持演算は、複数フレー
ム分の画像データを使用して、空間的に対応する複数ピクセルの中で輝度が最も高いピク
セルを採用して画像化する手法である。したがって、最大輝度値保持演算が実行されると
、それぞれの画像データに描出された造影剤バブルの染影が連結され、結果として、重畳
画像データに被検体Ｐの血管構造が描出される。この重畳画像データは、診断画像として
モニタ１２に表示される。即ち、低音圧スキャンの実行中にスタートボタン１３２ｂがＯ
Ｎにされると、ＭＦＩが開始される。
【００４３】
　画像データの重畳中にスタートボタン１３２ｂがＯＦＦにされると、それまで実行され
ていた画像データの重畳が停止され、再び低音圧スキャンごとに生成される画像データが
モニタ１２に表示される。
【００４４】
　低音圧スキャンの実行中にフラッシュボタン１３２ｃがＯＮにされると、高音圧スキャ
ンが１フレーム分だけ実行される。この高音圧スキャンは、「フラッシュ」と呼ばれるこ
ともある。
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【００４５】
　高音圧スキャンで使用される超音波は、造影剤バブルが崩壊する程度の高い音圧に設定
されている。したがって、高音圧スキャンが実行されると、スキャン面に存在する全ての
造影剤バブルが破壊され、モニタ１２に表示される診断画像から造影剤バブルによる染影
が消失する。これにより、モニタ１２には真っ暗な様子が表示される。しかしながら、真
っ暗な状態は、長期間にわたって継続するわけではなく、ある程度の時間が経過すると、
太い血管から徐々に造影剤バブルの染影がはじまる。
【００４６】
　低音圧スキャンの実行中にフリーズボタン１３２ｄがＯＮにされると、当該低音圧スキ
ャンが停止される。このとき、画像データの重畳や動き検出モードが作動していれば、こ
れらも同時に停止される。
【００４７】
　低音圧スキャンの実行中にオートアジャストボタン１３２ａがＯＮにされると、動き検
出モードが開始される。動き検出モードは、動き検出におけるスタンバイモードであって
、実際に何らかの処理が実行されるわけではない。
【００４８】
　次に、動き検出モードについて説明する。
【００４９】
　図４は同実施形態におけるＲＯＩの設定シーケンスのフローチャートである。
【００５０】
　図４に示すように、動き検出モードの作動中にスタートボタン１３２ｂがＯＮにされる
と（ステップＳ１）、ＲＯＩの設定シーケンスが開始され（ステップＳ２）、その直後の
画像データが基準画像データに指定される。
【００５１】
　そして、基準画像データが指定されたら、当該基準画像データに種々の画像処理が施さ
れ、ＲＯＩの検索対象として実際に使用される参照画像データが生成される（ステップＳ
３）。基準画像データに施される画像処理としては、平均処理や閾値処理などがある。
【００５２】
　平均処理が採用される場合、基準画像データの直前に生成された数フレーム分の画像デ
ータが使用され、これら画像データにおいて空間的に対応する複数のピクセルの平均輝度
に基づいて参照画像データが生成される。
【００５３】
　閾値処理が採用される場合、基準画像データのフレーム全体の平均輝度、もしくはそれ
よりも高い輝度が閾値に設定され、この閾値によって２値化された基準画像データのピク
セルの輝度に基づいて参照画像データが生成される。
【００５４】
　したがって、平均処理もしくは閾値処理によって生成される参照画像データには、ノイ
ズ成分がほとんど無く、造影剤バブルの染影もしくは生体組織だけが反映されていること
になる。
【００５５】
　参照画像データが生成されたら、ＲＯＩと同じサイズ及び形状の検索領域が参照画像デ
ータ上に作成される。この検索領域は、参照画像データ全体にわたって移動する。そして
、検索画像領域が１ピクセル分だけ移動するたびに、その内側に含まれるピクセルの輝度
が検出される（ステップＳ４）。
【００５６】
　そして、検索領域に含まれる全ピクセルに占める、輝度が閾値Ｋ以上のピクセルが閾値
Ｍ個以上となる画像領域（以下、「ＲＯＩの条件を満たす画像領域」とする。）が発見さ
れたら、その中から、輝度がＫ以上のピクセルが最も多かった画像領域が検索され（ステ
ップＳ５のＹｅｓ）、その画像領域にＲＯＩが設定される（ステップＳ６）。以上で、Ｒ
ＯＩの設定シーケンスが終了となる（ステップＳ７）。
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【００５７】
　なお、設定されたＲＯＩは、図５に示すように、矩形枠状のＲＯＩマークとして、モニ
タ１２に表示される診断画像に重畳される。また、ＲＯＩを複数利用する場合には、利用
する数だけのＲＯＩが設定されるまで、ＲＯＩの設定シーケンスが実行される。被検体へ
の造影剤投与直後やフラッシュ送信直後においては、画面上に高輝度領域（すなわち造影
剤流入領域）は存在せず、画像上には高輝度領域が徐々に出現するのが一般的である。従
って、本ＲＯＩの設定シーケンスに従えば、例えば画像上に高輝度領域が１つ出現した場
合にはＲＯＩが一つ設定され、その後高輝度領域が二箇所になった場合には２つのＲＯＩ
が設定されるといった具合に、画像上の高輝度領域の増加に伴って設定されるＲＯＩの数
が増えることになる。従って、例えば３つのＲＯＩを利用する場合であれば、画像上にＲ
ＯＩの条件を満たす高輝度領域が３つ出現し、これらに対応した３つのＲＯＩが設定され
るまで、本実施形態に係るＲＯＩの設定シーケンスが実行されることになる。
【００５８】
　一方、検索領域が参照画像データ上を全体にわたって移動しても、ＲＯＩの条件を満た
す画像領域が発見されなかった場合（ステップ５のＮｏ）、ＲＯＩの設定シーケンスが終
了となる（ステップＳ７）。
【００５９】
　このように、ＲＯＩの条件を満たす画像領域が発見されずにＲＯＩの設定シーケンスが
終了した場合、続いて生成される画像データが基準画像データに指定され、再度ＲＯＩの
検索シーケンスが実行される。こうして、ＲＯＩが設定されるまで、ＲＯＩの設定シーケ
ンスは繰り返される。
【００６０】
　続いて、基準画像データ（参照画像データ）上のＲＯＩに基づいて、基準画像データに
後行する各画像データ上において当該ＲＯＩと対応する領域（対応領域）を設定する。こ
の設定は、例えば後行する各画像データ上においてＲＯＩと同形状、同サイズの領域をス
イープさせ、輝度分布パターン等が最も近いものを対応領域とすることができる。
【００６１】
　以上の手続を経て、各画像データにＲＯＩが設定されたら、基準画像データのＲＯＩに
含まれるピクセルの輝度と、基準画像データに後行する各画像データの対応領域内に含ま
れるピクセルの輝度との相関から、基準画像データとこれに後行する画像データとの動き
を表現した動きベクトルが生成される。なお、動きベクトルを生成する手法については、
特に限定はない。具体例としては、動き認識で一般的なブロックマッチングの手法である
ＳＡＤ（Sum of Absolute Difference）を利用することができる。
【００６２】
　そして、動きベクトルが生成されたら、当該動きベクトルに基づき、基準画像データに
後行する画像データの表示位置が補正される。これにより、基準画像データに対して殆ん
どぶれが存在しない補正画像データが生成される。
【００６３】
　補正画像データは、生成されるたびに、最大輝度値保持演算によって基準画像データに
重畳される。したがって、補正画像データの重畳が実行されている期間は、スキャン面に
流入する造影剤バブルの染影が連結されてゆき、モニタ１２に表示される診断画像には、
被検体Ｐの血管構造が描出される。しかも、基準画像データに重畳される補正画像データ
は、事前の処理によって、ぶれ補正されているから、多数フレーム分の補正画像データが
重畳されても、モニタ１２に表示される診断画像は非常に鮮明なものとなる。したがって
、被検体Ｐの動きの影響や超音波プローブ１１を把持する手ぶれの影響が無い、非常に鮮
明な診断画像が取得される。
【００６４】
　なお、例えば（１）フレーム目～（２）フレーム目までの画像データに、ＲＯＩの条件
を満たす領域が無かった場合、（３）フレーム目の画像データが基準画像データに指定さ
れる。そして、（１）フレーム目～（２）フレーム目の画像データは、（４）フレーム目
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以降の画像データに基づいて生成される補正画像データと同様に、基準画像データである
（３）フレーム目の画像データに重畳される。
【００６５】
　なお、（１）フレーム目～（２）フレーム目までの画像データは、ぶれ補正されていな
いが、ＲＯＩの条件を満たす領域が発見されないほどの暗さであることから、これらの画
像データが基準画像データに重畳されても、診断画像の品質に全く悪い影響が及ぼされな
い。
【００６６】
　次に、フラッシュ直後におけるぶれ補正について説明する。
【００６７】
　フラッシュ直後にスタートボタン１３２ｂがＯＮにされると、ほとんど真っ暗な画像デ
ータが基準画像データに指定される。しかしながら、本実施形態では、参照画像データに
含まれるピクセルの輝度に基づき、フラッシュ直後の真っ暗な画像データの中でも比較的
輝度が高い領域にＲＯＩが設定されるから、参照画像データのＲＯＩにおけるピクセルの
輝度と、基準画像データに後行する画像データのＲＯＩにおけるピクセルの輝度との相関
が得られ易く、基準画像データに後行する画像データのぶれ補正が正確に実行される。し
たがって、モニタ１２に表示される診断画像は、非常に鮮明なものとなる。
【００６８】
　次に、フラッシュ後における診断画像とＲＯＩについて説明する。
【００６９】
　図６は同実施形態におけるフラッシュ後に生成される５フレーム分の診断画像の概略図
である。図６において、白い部分は明るい領域を示し、斜線部分は暗い領域を示している
。
【００７０】
　図６Ａはフラッシュの瞬間の診断画像、図６Ｂはフラッシュ後における１フレーム目の
診断画像、図６Ｃはフラッシュ後における２フレーム目の診断画像、図６Ｄはフラッシュ
後における３フレーム目の診断画像、図６Ｅはフラッシュ後における４フレーム目の診断
画像である。
【００７１】
　即ち、１フレーム目の診断画像はフラッシュ後に最初に生成された１フレーム目の画像
データそのもの、２枚目の診断画像は画像データの１フレーム目と２フレーム目が重畳さ
れたもの、３フレーム目の診断画像は画像データの１フレーム目～３フレーム目が重畳さ
れたもの、４枚目の診断画像は画像データの１フレーム目～４フレーム目が重畳されたも
の、５フレーム目の診断画像は画像データの１フレーム目～５フレーム目が重畳されたも
のである。
【００７２】
　図６Ａに示すように、フラッシュが実行されると、モニタ１２に表示されている診断画
像は、いったん真っ暗な状態になる。そして、フラッシュが実行されてから時間が経過す
ると、スキャン面内に存在する太い血管から造影剤バブルが流入してゆき、徐々に診断画
像に被検体Ｐの血管構造が描出されてくる。このときＲＯＩの設定シーケンスが作動して
いれば、図６Ｂに示すように、条件を満たす領域にＲＯＩが設定される。そして、ＲＯＩ
が設定されてからさらに時間が経過すると、図６Ｃ～図６Ｅに示すように、血管構造がよ
り明瞭化される。このとき、最初に設定されたＲＯＩの位置は、固定されたままである。
【００７３】
　なお、本実施形態では、ＲＯＩの検索にあたり、検索領域に含まれるピクセルの輝度が
閾値Ｋによって二値化されている。しかしながら、本発明は、これに限定されるものでは
ない。例えば、検索領域に含まれるピクセルの輝度に関してヒストグラムを作成し、輝度
が高い方から数えて所定パーセント（例えば２０％）に含まれるピクセルの輝度に基づき
、ＲＯＩの検索をしても良い。こうすれば、ノイズ成分がＲＯＩの検索に影響し難くなる
から、前述の平均処理や閾値処理などの画像処理が不要となる。
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【００７４】
　この他にも、閾値を二つ設け、その二つの値の間にある輝度値をもつピクセルに基づい
てＲＯＩの検索をしてもよい。一般的に太い血管などは、造影剤バブルの流入により非常
に高輝度となる。しかしながら、このような太い血管を含む領域にＲＯＩが設定されても
、その太さのために、ぶれ補正のための特徴領域としての機能を充分に果たさない場合が
多い。したがって、このような非常に高輝度なピクセルをＲＯＩ検索の対象外とすること
で、ぶれ補正に適した特徴領域をＲＯＩとして抽出することができる。
【００７５】
（本実施形態による作用）　
　本実施形態では、スタートボタン１３２ｂがＯＮにされた直後の画像データが基準画像
データに指定される。そして、当該基準データから生成された参照画像データの輝度に基
づき、造影剤バブルの染影が密集する太い血管を含む領域にＲＯＩが設定される。
【００７６】
　そのため、参照画像データのＲＯＩにおけるピクセルの輝度と、基準画像データに後行
する各画像データの対応領域におけるピクセルの輝度の相関が得られ易く、基準画像デー
タに後行する画像データのぶれ補正が正確に実行されるから、重畳によって生成される診
断画像は、非常に鮮明なものとなる。
【００７７】
　本実施形態において、フラッシュボタン１３２ｃが押された直後の画像データが基準画
像データに指定される。そして、当該基準画像データから生成された参照画像データの輝
度に基づき、造影剤バブルの染影が速く回復する太い血管を含む領域にＲＯＩが設定され
る。
【００７８】
　これにより、フラッシュ直後のように、参照画像データにぶれ補正の目印となる領域が
あまり存在しない場合であっても、比較的速く造影剤バブルが染影しはじめる太い血管を
含む領域にＲＯＩが自動的に設定される。
【００７９】
　そのため、参照画像データのＲＯＩにおけるピクセルの輝度と、基準画像データに後行
する各画像データの対応領域におけるピクセルの輝度の相関が得られ易く、基準画像デー
タに後行する画像データのぶれ補正が正確に実行されるから、重畳によって生成される診
断画像は、非常に鮮明なものとなる。
【００８０】
　本実施形態において、参照画像データは、事前の画像処理によって、ノイズ成分が除去
されている。そのため、ＲＯＩの設定にノイズの影響が作用しないから、太い血管を含む
領域に正確にＲＯＩが設定される。
【００８１】
　本実施形態において、ＲＯＩに含まれるピクセル数は、画像データ全体のピクセル数よ
りも少ない。そのため、基準画像データから生成された参照画像データのＲＯＩにおける
ピクセルの輝度と、基準画像データに後行する各画像データの対応領域におけるピクセル
の輝度との相関を求めるのに必要な計算量が非常に少なくなる。
【００８２】
　本実施形態において、フラッシュボタン１３２ｃがＯＮにされると同時に、ぶれ補正が
開始される。したがって、フラッシュ直後からスキャン面に流入してくる造影剤バブルの
染影が漏れなく重畳される。その結果、被検体Ｐの血管構造が診断画像上にほとんど完全
な姿で描出される。
【００８３】
　本実施形態において、モニタ１２は、診断画像上にＲＯＩマークを重畳表示する。その
ため、操作者は、モニタ１２に表示された診断画像を見ることによって、ＲＯＩの設定が
適正であるか確認することができる。
【００８４】
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　本実施形態において、入力装置１３は、ＲＯＩマークの表示と非表示とを切り替えるボ
タンもしくはスイッチを備えている。そのため、診断においてＲＯＩマークが邪魔なとき
に、操作者は簡単にＲＯＩマークを消去することができる。
【００８５】
　本実施形態において、入力装置１３は、ぶれ補正の開始のタイミングを指定するボタン
、即ちスタートボタン１３２ｂとフラッシュボタン１３２ｃを備えている。そのため、操
作者は、所望のタイミングでぶれ補正を開始することができるから、被検体Ｐの症状や条
件に最適な診断画像が得られる。
【００８６】
　さらに、本実施形態において、入力装置１３は、ぶれ補正の実行期間を指定するトラッ
クボールを備えている。そのため、操作者は、ぶれ補正が開始されてから所定時間が経過
するまでの血流の環流の変化を繰り返し見ることができる。
【００８７】
　なお、本実施形態では、ＭＦＩについて述べているが、本発明は、これに限定されるも
のではない。即ち、本発明は、複数の画像データを重畳する技術であれば、例えば［背景
技術］の欄で述べた「Ｐａｎｏｒａｍｉｃ　ｉｍａｇｉｎｇ」にも適用可能である。
【００８８】
　また、本実施形態において、ＲＯＩの数とサイズは、入力装置１３によって入力されて
いるが、例えば、参照画像データに含まれるピクセルの輝度に基づいて自動設定されるこ
ともある。
【００８９】
（同実施形態の変形例）
　低音圧スキャンによって取得されて、既に画像メモリ３０ａに保存された複数の画像デ
ータに基づいてＭＦＩが実行されることがある。この場合、基準画像データに先行する画
像データもぶれ補正され、それによって取得された補正画像データも基準画像データに重
畳される。即ち、基準画像データに先行する画像データに基づいて生成された補正画像デ
ータが基準画像データに重畳されることもある。このように、基準画像データに先行する
画像データがぶれ補正されていれば、フレーム間のぶれによる影響が更に低減するから、
診断画像の品質がさらに向上する。
【００９０】
（同実施形態に変形例）
　低音圧スキャンによって取得された複数の画像データの輝度に基づき、これら複数の画
像データのぶれ補正に共通して使用可能なＲＯＩが設定されることがある。これは、低音
圧スキャンによって取得されて、既に画像メモリ３０ａに保存された複数の画像データに
基づいてＭＦＩが実行される場合などに有効である。
【００９１】
（同実施形態の変形例）
　次に、図７を参照して、本実施形態の変形例について簡単に説明する。
【００９２】
　図７は同実施形態の変形例における３つのＲＯＩマークが重畳表示された診断画像の概
略図である。
【００９３】
　図７に示すように、ＲＯＩが３つであれば、画像データのフレーム間における回転ぶれ
などの補正も可能となる。しかも、これら３つのＲＯＩを合わせても、ＲＯＩの含まれる
ピクセル数は、画像データ全体のピクセル数に比べて非常に少ないから、従来のような画
像データ全体のピクセルを使用して動きベクトルを生成する手法に比べて、計算量がかな
り削減される。
【００９４】
（同実施形態の変形例）
　本実施形態の手法は、三次元画像データを用いた最大輝度保持演算を行う場合（すなわ
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ち、時系列なボリュームデータ間において、空間的位置が対応するボクセル同士の値を経
時的に追跡し、最も大きな値を有するボクセルを採用して画像化する場合）にも有効であ
る。係る場合には、検索領域、ＲＯＩ条件を満たす画像領域、設定されるＲＯＩは全て三
次元領域となり、各領域に含まれるボクセルの値を用いて既述のアルゴリズムを実行する
ことで、ボリュームデータ間のぶれ補正を実現することができる。
【００９５】
（同実施形態の変形例）
　本実施形態に係るぶれ補正を利用したＭＦＩにより生成された診断画像と、本実施形態
に係るぶれ補正を利用しないＭＦＩにより生成された診断画像とを、同時に（例えば並列
的に、又は異なる色を割り当てて重畳的に）表示するようにしてもよい。また、ぶれ補正
を利用した診断画像と利用しない診断画像とを選択的に表示可能としてもよい。この様な
構成とすることで、より幅広い診断情報を提供することができ、また、従来より自由度の
高い画像診断を実現することができる。
【００９６】
（同実施形態の変形例）
　本実施形態に係るぶれ補正において、太い血管の血流領域内にＲＯＩが設定されてしま
うと、設定されたＲＯＩ内がすべて高輝度領域となってしまうことがある。係る場合には
、基準画像データに後行する各画像データ上で対応領域を特定することができず、移動ベ
クトルの計算を行うことができないことがある。
【００９７】
　係る不具合を解消するため、ぶれ補正において、造影剤バブルが染影された高輝度領域
（例えば第１の閾値以上の輝度を有する領域）と造影剤バブルとは関係しない低輝度領域
（例えば第２の閾値以下の輝度を有する領域）とを含むＲＯＩを基準画像データ（参照画
像データ）上に設定するようにしてもよい。この様な構成によれば、ＲＯＩ内の輝度分布
パターンが高輝度によって一様になることはない。従って、基準画像データに後行するフ
レーム上においても適切にＲＯＩに対応する領域を特定することができ、好適なぶれ補正
を実現することができる。
【００９８】
　（第２の実施形態）
　次に、図面を参照することなく、第２の実施形態について説明する。
【００９９】
　本実施形態では、いったんＲＯＩが設定されても、それ以降に画像データが生成される
たびに、ＲＯＩの設定がなされる。即ち、ＲＯＩが設定されたあとで新たに画像データが
生成されると、その直前の画像データが基準画像データに指定される。そして、新たに指
定された基準画像データから参照画像データが生成され、当該参照データに基づいて、Ｒ
ＯＩの設定がなされる。
【０１００】
　ただし、ＲＯＩの設定シーケンスが作動するのは、最初にＲＯＩが設定されるときだけ
である。２回目以降にＲＯＩが設定される場合、その直前の画像データのぶれ補正に使用
されたＲＯＩと、既に生成されている全ての動きベクトルの合成ベクトルとに基づき、Ｒ
ＯＩの再設定がなされる。なお、ここで述べる動きベクトルとは、画像データの連続する
画像データ間の動きを表現するベクトルである。
【０１０１】
　即ち、（ｎ）フレーム目の画像データのぶれ補正に使用されるＲＯＩは、（ｎ－１）フ
レーム目の画像データのぶれ補正で使用されたＲＯＩと、（ｎ－１）フレームの画像デー
タのぶれ補正までに生成された全ての動きベクトルの合成ベクトルとに基づいて設定され
る。
【０１０２】
　（第３の実施形態）
　次に、図８を参照して、第３の実施形態について説明する。
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【０１０３】
　本実施形態では、画像データが生成されるたびに、ＲＯＩの設定シーケンスが作動して
、それぞれの画像データの輝度に基づいてＲＯＩの設定がなされる。なお、第２の実施形
態において、ＲＯＩの設定シーケンスが作動するのは、最初にＲＯＩが設定されるときだ
けであった。したがって、いったんＲＯＩが設定されたら、それ以降のＲＯＩは、既存の
ＲＯＩと移動ベクトルに基づいて設定されていた。この点で、本実施形態は、第２の実施
形態と大きく異なっている。
【０１０４】
　図８は本発明の第３の実施形態におけるフラッシュ後に生成される５フレーム分の診断
画像の概略図である。なお、図８において、白い部分は明るい領域を示し、斜線部分は暗
い領域を示している。
【０１０５】
　図８Ａはフラッシュの瞬間の診断画像、図８Ｂはフラッシュ後における１フレーム目の
診断画像、図８Ｃはフラッシュ後における２フレーム目の診断画像、図８Ｄはフラッシュ
後における３フレーム目の診断画像、図８Ｅはフラッシュ後における４フレーム目の診断
画像である。
【０１０６】
　即ち、１枚目の診断画像はフラッシュ後に最初に生成された１フレーム目の画像データ
そのもの、２フレーム目の診断画像は画像データの１フレーム目と２フレーム目が重畳さ
れたもの、３フレーム目の診断画像は画像データの１フレーム目～３フレーム目が重畳さ
れたもの、４フレーム目の診断画像は画像データの１フレーム目～４フレーム目が重畳さ
れたもの、５フレーム目の診断画像は画像データの１フレーム目～５フレーム目が重畳さ
れたものである。
【０１０７】
　図８Ｂ～図８Ｄに示すように、２フレーム目の診断画像～４フレーム目の診断画像では
、ＲＯＩが同じ位置に設定されている。これは、画像データの３フレーム目～４フレーム
目に基づいてＲＯＩの設定シーケンスが作動したものの、既存のＲＯＩより優良なＲＯＩ
が検出されなかったからである。しかしながら、図８Ｅに示すように、５フレーム目の診
断画像では、新しくＲＯＩが設定されている。なお、実線で示されているのが新しいＲＯ
Ｉマークであって、点線で示されているのが消失したＲＯＩマークである。このように、
ＲＯＩの位置が移動したのは、５フレーム目の画像データに基づいてＲＯＩの検索がなさ
れた結果、既存のＲＯＩより優良なＲＯＩが検出されたからである。
【０１０８】
　このように、画像データが生成されるたびに、ＲＯＩの設定シーケンスが作動すれば、
常に動き補正が正確に実施されるから、高い画像品質の診断画像が安定して得られること
になる。
【０１０９】
　さらに、超音波プローブ１１がレンズ方向に移動して、それまでぶれ補正の目印として
いた血管（実際には造影剤バブルの染影部分）がスキャン面から消失しても、移動先で新
たに最適なＲＯＩが設定されるから、超音波プローブ１１のレンズ方向へ移動しても正確
な動き補正が実行される。
【０１１０】
　（第４の実施形態）
　次に、図９、図１０を参照して、第４の実施形態について説明する。
【０１１１】
　超音波プローブが超音波走査面（又は超音波断層面、超音波画像面）に沿ってずれた場
合には、第１乃至第３の実施形態で述べた手法により、当該ずれに起因する画像のぶれを
好適に補正することができる。また、最大輝度値保持演算では複数の画像間で最も高い輝
度値が選択され、一枚の画像に投影される。このため、超音波プローブが超音波走査面に
垂直な方向（煽り方向）にずれた場合であっても、最大輝度値が投影された画像には、所
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望する断層位置に関する情報が含まれるため、臨床上問題はないと言える。
【０１１２】
　その一方で、煽り方向に関するぶれを補正して、同一断面関する時系列な画像データを
用いた最大輝度値保持演算を実現することも、臨床的価値は高いと考えれられる。そこで
、本実施形態では、煽り方向に関するぶれを補正して、さらに好適なＩＭＦを実現するこ
とができる超音波診断装置について説明する。
【０１１３】
　図９は、本実施形態に係るぶれ補正を含むＭＦＩにおける処理の流れを示したフローチ
ャートである。図９に示すように、まず被検体に対し造影剤が投与されると（ステップＳ
４０）、診断対象部位について、図１０に示すような時系列な二次元画像データ群（ボリ
ュームデータを構成してもしなくてもよい。）が取得される（ステップＳ４１）。その後
、例えば時刻ｔ１の二次元画像データ群を用いて、基準画像データが指定されると共に既
述のアルゴリズムに従ってぶれ補正のためのＲＯＩが設定される（ステップＳ４２；図４
参照）。
【０１１４】
　次に、収集時刻の異なる二次元画像データ群の中から、基準画像データに対応する対応
画像データを選択する（ステップＳ４３）。すなわち、例えば、ステップＳ４１において
７フレーム分の二次元画像データ群が時系列で収集され、時刻ｔ１に収集された二次元画
像データ群の第４フレームの画像データを基準画像データとした場合を想定する。係る場
合において、時刻ｔ２において収集された二次元画像データ群２の第４フレームの画像デ
ータ、及びその前後数フレームのデータ（例えば、第３フレーム及び第５フレーム。）の
うち、当該基準画像データと最も相関の高い画像データを判定し、対応画像データとして
選択する。
【０１１５】
　続いて、時刻ｔ３において収集された二次元画像データ群３を用いて、同様の処理を行
う。例えば、時刻ｔ３において第３フレームの画像データが対応画像データとして選択さ
れたとする。係る場合には、時刻ｔ３において収集された二次元画像データ群２の第３フ
レームの画像データ、及びその前後数フレームのデータ（例えば、第２フレーム及び第４
フレーム。）のうち、当該基準画像データと最も相関の高い画像データを判定し、対応画
像データとして選択する。同様にして、他の時刻ｔ４，・・・，ｔｎで収集された各二次
元画像データ群からも、対応画像データが選択される。
【０１１６】
　なお、相関の判定手法には拘泥されない。例えば、パターンマッチング等の手法により
、基準画像データと各画像との相関値を計算しその相関を判定することができる。また、
各時刻における対応画像データの選択をリアルタイムで行う場合には、最新の対応画像デ
ータの空間的位置を中心として前後数フレーム分が収集されるように超音波走査領域を自
動的に制御し、得られた二次元画像データ群を用いて同様の選択処理を行えばよい。
【０１１７】
　次に、基準画像データ、及び各時刻における対応画像データを用いて、既述のぶれ補正
が実行され（ステップＳ４４）、最大輝度値保持演算により診断画像が生成される（ステ
ップＳ４５）。生成された診断画像は、所定の形態にてモニタ１２に逐次動的又は静的に
表示される（ステップＳ４６）。
【０１１８】
　以上述べた構成では、各時刻において収集された画像データ群の中から、基準画像デー
タと最も相関の高いものを対応画像データとして選択し、これを用いてぶれ補正を行って
いる。そのため、例えば超音波プローブの煽り方向に関する位置ずれに起因して、基準画
像データの位置が煽り方向に移動した場合であっても、移動前の基準画像データの位置に
最も近い画像を対応画像として選択することができる。従って、対応画像を用いて第１乃
至第３の実施形態のいずれかにおいて説明したぶれ補正を実行することで、同一断面関す
る時系列な画像データを用いた最大輝度値保持演算を実現することができる。
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【０１１９】
　（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。本実施形態は、動きベクトルを生成
するときに指標となる相関量Ｓを計算し、これに基づいてぶれ補正（動き補正）を行うも
のである。なお、本実施形態に係る超音波診断装置は、図１に示した構成と実質的に同一
である。従って、機能の異なる構成要素のみ以下説明する。
【０１２０】
　制御プロセッサ２５は、画像データ上に検索領域を作成して、これを画像データ全体に
わたり移動させつつ、その内側に含まれるピクセルの輝度を検出する。そして、制御プロ
セッサ２５は、検索領域の内側に含まれるピクセルの輝度に基づき、画像データ上にＲＯ
Ｉを設定する。さらに、制御プロセッサ２５は、複数の画像データのＲＯＩに含まれる複
数のピクセルの輝度に基づき、相関量Ｓを算出するとともに、得られた複数の相関量Ｓに
基づき、画像データ間の動きを表現する動きベクトルを生成する。そして、制御プロセッ
サ２５は、得られた動きベクトルに基づき、画像データを動き補正する。
【０１２１】
　次に、本実施形態に係る動き検出モードについて説明する。
【０１２２】
　まず、図４に示したステップＳ１乃至Ｓ４までの各処理が順次実行され、ＲＯＩの条件
を満たす画像領域が検索される。ＲＯＩの条件を満たす画像領域が発見されると、その中
から、輝度がＫ以上のピクセルが最も多かった画像領域が特定され、その画像領域にＲＯ
Ｉが設定される。以上で、ＲＯＩの設定シーケンスが終了となる。なお、設定されたＲＯ
Ｉは、図１１に示すように、矩形枠状のＲＯＩマークとして、モニタ１２に表示される診
断画像に重畳される。
【０１２３】
　一方、検索領域が参照画像データ上を全体にわたって移動しても、ＲＯＩの条件を満た
す画像領域が発見されなかった場合、ＲＯＩの設定シーケンスが終了となる。このように
、ＲＯＩの条件を満たす画像領域が発見されずにＲＯＩの設定シーケンスが終了した場合
、続いて生成される画像データが基準画像データに指定され、再度ＲＯＩの検索シーケン
スが実行される。こうして、ＲＯＩが設定されるまで、ＲＯＩの設定シーケンスは繰り返
される。
【０１２４】
　なお、本実施形態において、ＲＯＩは、自動的に設定されているが、本発明は、これに
限定されるものではなく、トラックボール入力部１３１などのマニュアル操作によって設
定されることもある。
【０１２５】
　以上の手続を経て、ＲＯＩが設定されたら、その直後の画像データが対象画像データに
指定される。対象画像データは、生成された時点での位置を基準として、Ｘ軸方向とＹ軸
方向にピクセル単位で動かされる。そして、対象画像データが１ピクセル分だけ動くたび
に、基準画像データのＲＯＩに含まれるピクセルの輝度Ｉ（Ｘ、Ｙ）と、対象画像データ
のＲＯＩに含まれるピクセルの輝度Ｉ´（Ｘ、Ｙ）とが抽出され、以下の［数１］に代入
される。こうして、対象画像データの移動回数と同じだけの相関数Ｓが算出される。
【０１２６】
　そして、事前に決められた移動回数分の相関量Ｓが得られたら、その中から最も小さな
相関量Ｓが検索され、これに対応する対象画像データの移動量および移動方向が特定され
る。そして、特定された移動量および移動方向に基づき、対象画像データの動きベクトル
が求められる。なお、求められた動きベクトルは、対応する対象画像データと対応づけら
れて、画像メモリ３０ａに保存される。
【０１２７】
　こうして、対象画像データの動きベクトルが求められたら、当該動きベクトルに基づき
、対象画像データの表示位置が補正される。これにより、基準画像データに対して殆んど
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ぶれが存在しない補正画像データが生成される。補正画像データは、最大輝度値保持演算
によって基準画像データに重畳され、重畳画像データが生成される。
【０１２８】
　一方、既に重畳画像データが生成されている場合、新たに生成される画像データが対象
画像データに指定される。対象画像データは、生成された時点での位置を基準として、Ｘ
軸方向とＹ軸方向にピクセル単位で動かされる。そして、対象画像データが１ピクセル分
だけ動くたびに、既に生成されている重畳画像データのＲＯＩに含まれるピクセルの輝度
Ｉ（Ｘ、Ｙ）と、対象画像データのＲＯＩに含まれるピクセルの輝度Ｉ´（Ｘ、Ｙ）とが
抽出され、以下の［数１］に代入される。こうして、対象画像データの移動回数と同じだ
けの相関数Ｓが求められる。
【０１２９】
　そして、事前に決められた移動回数分の相関量Ｓが得られたら、その中から最も小さな
ものが検索され、これに対応する対象画像データの移動量および移動方向が特定される。
そして、特定された移動量および移動方向に基づき、対象画像データの動きベクトルが求
められる。なお、求められた動きベクトルは、対応する対象画像データと対応づけられて
、画像メモリ３０ａに保存される。
【０１３０】
　こうして、対象画像データの動きベクトルが求められたら、当該動きベクトルに基づき
、対象画像データの表示位置が補正される。これにより、既に生成されている重畳画像デ
ータに対して殆んどぶれが存在しない補正画像データが生成される。補正画像データは、
最大輝度値保持演算によって重畳画像データに重畳される。以上のような手続によって、
重畳画像データが逐次更新される。
【０１３１】
　相関量Ｓは、以下の［数１］によって算出される。
【数１】

【０１３２】
　［数１］において、符号Ｎは、画像データのフレーム番号である。なお、図１２に示す
ように、画像データの１フレーム目が重畳画像データの１フレーム目として扱われている
。従って、重畳画像データのＮ－１フレーム目は、画像データの１フレーム目（基準画像
データ）に、２フレーム目からＮ－１フレーム目までが重畳されたものである。
【０１３３】
　［数１］を見ると、本実施形態で使用される相関量Ｓは、重畳画像データに、新たに生
成される画像データ、即ち対象画像データが重畳されるときの輝度増加量の総和であるこ
とがわかる。
【０１３４】
　以上のように、動き検出モードの作動中にスタートボタン１３２ｂがＯＮにされると、
それ以降に生成される画像データは、次々と補正され、補正画像データが生成される。こ
れらの補正画像データは、生成されるたびに、最大輝度値保持演算によって、重畳画像デ
ータに重畳される。
【０１３５】
　したがって、補正画像データの重畳が実行されている期間は、スキャン面に被検体Ｐの
血管構造が描出される。しかも、重畳される補正画像データは、事前の処理によって、動
き補正されているから、モニタ１２に表示される診断画像は非常に鮮明なものとなる。し
たがって、被検体Ｐの動きの影響や超音波プローブ１１を把持する手ぶれの影響が無い、
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非常に鮮明な診断画像が取得される。
【０１３６】
　なお、本実施形態では、低音圧スキャンの実行中にスタートボタン１３２ｂが押された
ケースだけが説明されているが、フラッシュ直後における動き補正もこれと同等である。
したがって、ここでは説明を省略することとする。
【０１３７】
（本実施形態による作用）　
　本実施形態では、動きベクトルを生成するときに指標となる相関量Ｓとして、重畳画像
データに、新たに生成された画像データが重畳されたときの輝度増加量の総和が採用され
ている。そのため、造影剤バブルの染影が非定常的に点滅していても、これらの染影が持
続されるものとして、動きベクトルが生成される。その結果、ＭＦＩが実施されるときも
、対象画像データの動きベクトルの精度が向上するから、非常に鮮明な診断画像が得られ
る。
【０１３８】
　本実施形態において、ＲＯＩは、造影剤バブルの染影が密集する太い血管を含む領域に
設定される。そのため、例えばフラッシュ直後のように、動き補正の目印となる領域があ
まり存在しない場合であっても、重畳画像データのＲＯＩと、新たに生成される画像デー
タとの相関が得られやすい。
【０１３９】
　本実施形態において、ＲＯＩに含まれるピクセル数は、画像データの全ピクセル数より
も少ない。そのため、重畳画像データのＲＯＩと、対象画像データのＲＯＩとの相関量Ｓ
を求めるのに必要な計算量が非常に少なくなる。
【０１４０】
　本実施形態において、モニタ１２は、診断画像にＲＯＩマークを重畳表示する。そのた
め、操作者は、モニタ１２に表示された診断画像から、ＲＯＩの設定が適正であるか確認
することができる。
【０１４１】
　本実施形態において、ＲＯＩが設定された場合にだけ、動き補正のシーケンスが始動す
る。そのため、動き補正の目印となる領域が存在しなときには、対象画像データが補正さ
れることがない。
【０１４２】
　本実施形態において、動きベクトルは、対象画像データと対応づけられて、画像メモリ
３０ａに保存される。そのため、既に画像メモリ３０ａに記憶された画像データに基づき
、重畳画像データを再構築する場合に、動きベクトルを生成する必要が無いから、少ない
計算量で鮮明な診断画像が生成される。
【０１４３】
　なお、本実施形態では、ＭＦＩについて述べているが、本発明は、これに限定されるも
のではない。即ち、本発明は、複数の画像データを重畳する技術であれば、例えば［背景
技術］の欄で述べた「Ｐａｎｏｒａｍｉｃ　ｉｍａｇｉｎｇ」にも適用可能である。
【０１４４】
　また、本実施形態において、ＲＯＩの数とサイズは、入力装置１３によって入力されて
いるが、例えば、参照画像データに含まれるピクセルの輝度に基づいて自動設定されるこ
ともある。
【０１４５】
　さらに、本実施形態において、ＲＯＩは、参照画像データの輝度に基づき、自動的に設
定されているが、例えば、送受信ユニット２１によって送信される超音波のフォーカス点
に連動して設定されても良いし、操作者からの指示に従って設定されても良い。
【０１４６】
　また、本実施形態において、動きベクトルは、対象画像データと対応づけられて、画像
メモリ３０ａに保存されているが、例えば、補正画像データそのものが画像メモリ３０ａ
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に保存されることもある。こうすれば、対象画像データを補正する必要が無いから、非常
に少ない計算量で鮮明な診断画像が生成される。
【０１４７】
　（第６の実施形態）
　次に、図１３を参照して、本発明の第６の実施形態について説明する。図１３は本発明
の第６の実施形態におけるＲＯＩマークが重畳表示された診断画像の概略図である。
【０１４８】
　本実施形態において、制御プロセッサ２５は、図１３に示すように、参照画像データ上
に第１～第４のＲＯＩを設定する。なお、第４のＲＯＩは、第５の実施形態におけるＲＯ
Ｉに相当するものである。従って、本実施形態において、制御プロセッサ２５は、第５の
実施形態におけるＲＯＩのほかに、第１～第３のＲＯＩを設定することになる。なお、第
１～第３のＲＯＩは、第４のＲＯＩよりもサイズが小さい。
【０１４９】
　第１～第４のＲＯＩが設定されたら、重畳画像データの第１～第３のＲＯＩと、対象画
像データの第１～第３のＲＯＩとの相関量Ｓ´に基づき、それぞれ対象画像データの動き
を表現する第１～第３の動きベクトルが求められる。なお、本実施形態では、相関量Ｓ´
として、ＳＡＤが使用されている。
【０１５０】
　こうして、第１～第３のベクトルが求められたら、これら第１～第３のベクトルに従い
、対象画像データが動かされる。そして、対象画像データが動くたびに、重畳画像データ
の第４のＲＯＩと、対象画像データの第４のＲＯＩとに基づき、第５の実施形態と同じ要
領で、即ち前述の［数１］に従って、それぞれ第１～第３の相関量Ｓが算出される。
【０１５１】
　そして、第１～第３の相関量Ｓが算出されたら、その中から最も小さな相関量Ｓが検出
され、これに対応する対象画像データのベクトルが動きベクトルとして採用される。そし
て、採用された動きベクトルに従い、対象画像データの表示位置が補正される。
【０１５２】
　以上のように、本実施形態では、事前に取得された第１～第３のベクトルから、動きベ
クトルが選択される。即ち、動きベクトルの生成に必要な計算（［数１］を使用して実行
される計算）が３通りで済む。従って、第５の実施形態に比べて、動きベクトルを求める
ために必要な計算量が飛躍的に減ることになる。さらに、被検体の部位によって動きベク
トルにばらつきがあるような場合でも、動きベクトルの精度が極端に低下することがない
。
【０１５３】
　なお、本実施形態における相関量Ｓ´は、いわゆるＳＡＤであるが、本発明は、これに
限定されるものではない。即ち、相関量Ｓ´は、［数１］によって算出されても構わない
。たとえ［数１］が使用されたとしても、第１～第３のＲＯＩは、第４のＲＯＩに比べて
小さいので、計算量が低減することになる。
【０１５４】
　さらに、本実施形態において、動きベクトルは、事前に取得された第１～第３のベクト
ルに基づき、［数１］に従って求められているが、本発明は、これに限定されるものでは
なく、例えば、第１～第３の動きベクトルの平均値や最頻値であっても良い。平均値や最
頻値が採用されたら、必要な計算量は、さらに低減することになる。
【０１５５】
　（第７の実施形態）
　本実施形態では、第６の実施形態において使用された第１～第３のベクトルのほかに、
さらに零ベクトルが追加されている。即ち、本実施形態では、対象画像データが動かない
場合についても、基準画像データの第４のＲＯＩもしくは既に生成されている重畳画像デ
ータの第４のＲＯＩと、対象画像データの第４のＲＯＩとに基づき、第５の実施形態と同
じ要領で、即ち［数１］に従って、第４の相関量Ｓが算出される。
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【０１５６】
　そして、第１～第４の相関量Ｓが算出されたら、その中から最も小さな相関量Ｓが検出
され、これに対応する対象画像データのベクトルが動きベクトルとして採用される。そし
て、採用された動きベクトルに従い、対象画像データの表示位置が補正される。
【０１５７】
　以上のように、本実施形態では、対象画像データが動かない場合についても、［数１］
に従って、第４の相関量Ｓが算出されている。そのため、超音波プローブ１１がレンズ方
向に傾き、第１～第３のベクトルが異常な値となっても、実際の補正に使用される動きベ
クトルの精度が極端に低下することがない。
【０１５８】
　（第８の実施形態）　
　本実施形態では、３次元の画像データを生成することが想定されている。そのため、参
照画像データ上には、３次元のＲＯＩが設定される。しかしながら、ＲＯＩが３次元とな
ると、相関量Ｓを求めるための計算量は猛烈に増加する。
【０１５９】
　そこで、本実施形態では、３次元のＲＯＩの代わりに、２次元の第１～第３のＲＯＩが
使用される。第１～第３のＲＯＩは、３次元のＲＯＩに含まれ且つ互いに直交していて、
前述した３次元のＲＯＩのＭＰＲとして生成される。なお、本実施形態における第１～第
３のＲＯＩは、第６、第７の実施形態における第１～第３のＲＯＩとは異なるものである
。
【０１６０】
　第１～第３のＲＯＩが生成されたら、第５の実施形態と同じ要領で、これら第１～第３
のＲＯＩに対応する第１～第３のベクトルが生成される。なお、本実施形態における第１
～第３のベクトルは、第６、第７の実施形態における第１～第３のベクトルとは異なるも
のである。
【０１６１】
　そして、第１～第３のベクトルが生成されたら、これら第１～第３のベクトルに基づき
、対象画像データの動き補正をするときに実際に使用される３次元の動きベクトルが生成
される。
【０１６２】
　以上のように、本実施形態では、３次元のＲＯＩの代わりに、２次元の第１～第３のＲ
ＯＩが使用される。そのため、３次元の画像データを生成する場合であっても、相関量Ｓ
を求めるのに必要な計算量が飛躍的に低減する。
【０１６３】
　なお、本実施形態では、第１～第３のベクトルに基づき、３次元の動きベクトルが生成
された上で、対象画像データが補正されている。しかしながら、本発明は、これに限定さ
れるものではい。例えば、第１～第３のベクトルごとに、対象画像データが補正されても
良い。こうすれば、補正回数は３回となるものの、動きベクトルを生成する必要がなくな
る。
【０１６４】
　（第９の実施形態）　
　本実施形態において、制御プロセッサ２５は、重畳画像データのＲＯＩに含まれるピク
セルの輝度の総和を検出していて、当該輝度の総和が規定値を超えた場合に、対象画像デ
ータの動き補正を中止する。従って、多数の画像データが重畳されて、重畳画像データの
ＲＯＩが明るくなり過ぎても、動きベクトルの精度が極端に低下することがない。
【０１６５】
　（第１０の実施形態）　
　本実施形態では、血流画像データと組織画像データが並べて表示されることが想定され
ている。なお、血流画像データは、前述の各実施形態における画像データに相当する。組
織画像データは、血流画像データのように経時的に変化しない。そのため、動きベクトル
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の計算が容易である。そこで、本実施形態では、組織画像データにＲＯＩが設定され、第
１の実施形態と同じ要領で、即ち［数１］に従い、動きベクトルが生成される。そして、
生成された動きベクトルに基づき、血流画像データだけが動き補正される。
【０１６６】
　本実施形態のように、組織画像データに設定されたＲＯＩに基づき、血流画像データが
動き補正されると、さらに鮮明な診断画像を得られる。また、本実施形態では、組織画像
データは、補正されずに、そのままモニタ１２に表示される。そのため、操作者は、モニ
タ１２に表示される組織画像データによって、動き量を確認しやすく、しかも、被検体Ｐ
の様子を視認できることによって、安心して診断を実施することができる。
【０１６７】
　（第１１の実施形態）　
　図１４、図１５、図１６、図１７は本発明の第１１の実施形態における診断画像の重畳
される補正結果の概略図である。本実施形態において、対象画像データの補正結果は、診
断画像上に重畳される。補正結果の表示形態としては、図１４、図１５、図１６、図１７
に示すように、幾つかのタイプがある。
【０１６８】
　図１４に示すタイプでは、対象画像データの補正結果として、対象画像データの動きベ
クトルＶだけが表示される。そのため、ある瞬間の対象画像データの補正結果が非常にわ
かり易い。図１５に示すタイプでは、対象画像データの補正結果として、動きベクトルＶ
の終点の軌跡Ｌが表示される。そのため、時間経過に伴う動きベクトルＶの変遷が非常に
わかりやすい。図１６に示すタイプでは、図１４と同様に、対象画像データの補正結果と
して、順次生成される複数の動きベクトルＶが表示されるが、Ｘ軸とＹ軸のほかに、時間
軸ｔが追加されている。図１７に示すタイプは、３次元のボリュームデータの補正結果を
表示するものであって、図１４と同様に、対象画像データの動きベクトルＶだけが表示さ
れる。
【０１６９】
　以上のように、モニタ１２に表示される診断画像に補正結果が表示されると、操作者は
、補正結果を認識しやすいばかりか、安心して補正機能を使用することができる。
【０１７０】
　（第１２の実施形態）　
　本実施形態では、取得された動きベクトルの応用例に関するものである。取得された動
きベクトルは、例えば、パルスウェーブにおけるレンジゲートを動かすために使用される
。この場合、パルスウェーブドプラのレンジゲートが所望の血管部分に設定されると、被
検体Ｐや超音波プローブ１１が多少動いても、所望の血管部分からの信号を継続的に取得
することが可能となる。なお、動きベクトルは、パルスウェーブドプラのレンジゲートだ
けでなく、カラーＲＯＩの位置補正や、被検体の同一断面の保持、輝度解析ソフトウェア
の関心領域追従のために使用されることもある。
【０１７１】
　逆に、パルスウェーブのレンジゲートやカラーＲＯＩの位置を固定して、背景画像を補
正すれば、操作者の関心領域を外すことなく観察することができる。これらは、特に、輝
度の時間変化を観察する場合や、その他の解析画像に非常に有用である。
【０１７２】
　本発明は、前記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、前記実施形態に開示されてい
る複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に
示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態に
亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１７３】
　以上本発明によれば、被検体や超音波プローブが多少ぶれても、画質が低下することが
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【図面の簡単な説明】
【０１７４】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態における超音波診断装置のブロック図である。
【図２】図２は、第１の実施形態における各種トラックボールの概略図である。
【図３】図３は、第１の実施形態における各種ボタンの概略図である。
【図４】図４は、第１の実施形態における超音波診断装置によって実行される処理手順の
フローチャートである。
【図５】図５は、第１の実施形態におけるＲＯＩマークが重畳表示された診断画像の概略
図である。
【図６】図６（Ａ）、図６（Ｂ）、図６（Ｃ）、図６（Ｄ）、図６（Ｅ）は、第１の実施
形態におけるフラッシュ後に生成される５フレーム分の診断画像の概略図である。
【図７】図７は、第１の実施形態の変形例における３つのＲＯＩマークが重畳表示された
診断画像の概略図である。
【図８】図８（Ａ）、図８（Ｂ）、図８（Ｃ）、図８（Ｄ）、図８（Ｅ）は、本発明の第
３の実施形態におけるフラッシュ後に生成される５フレーム分の診断画像の概略図である
。
【図９】図９は、第４の実施形態に係るぶれ補正を含むＭＦＩにおける処理の流れを示し
たフローチャートである。
【図１０】図１０は、第４の実施形態に係るぶれ補正を説明するための図である。
【図１１】図１１は、第５の実施形態におけるＲＯＩマークが重畳表示された診断画像の
概略図である。
【図１２】図１２は、第５の実施形態における相関量の算出方法の説明図である。
【図１３】図１３は、第６の実施形態におけるＲＯＩマークが重畳表示された診断画像の
概略図である。
【図１４】図１４は、第１１の実施形態における診断画像の重畳される補正結果の一例と
しての概略図である。
【図１５】図１５は、第１１の実施形態における診断画像の重畳される補正結果の一例と
しての概略図である。
【図１６】図１６は、第１１の実施形態における診断画像の重畳される補正結果の一例と
しての概略図である。
【図１７】図１７は、第１１の実施形態における診断画像の重畳される補正結果の一例と
しての概略図である。
【符号の説明】
【０１７５】
　１２…モニタ、２１…送受信ユニット、２４…画像生成回路、２５…制御プロセッサ、
１３１ａ…数指定用トラックボール、１３１ｂ…サイズ指定用トラックボール、１３２ｂ
…スタートボタン、１３２ｃ…フラッシュボタン、ＲＯＩ…関心領域。
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